
北

土
海

同
同

道

地
告

平

改
示

成

良

義
ジ

第

法

母
ャ

年

の

興
種
映
同
同

興

行

行
平

の
別
画

を
成
有

興

愛
裏
濃

少青道海北
害
年

の
の
厚

年
興

海

〇

〇

北

建

特

道

築

定

告

基

調

示

準

達

第

法

契

に

約

〇

〇

〇

〇

〇

〇

地
営
林
林

有
土
土
道
農
森

産
に

興
改
改
土
水
法

害
地

の
法
法
改
大
よ

行
良
良
地

指
に
に
良
臣
る

・火週毎

同
ッ

昭

窓
カ

月

号

会
ス

和

・
－
ザ

日

年

息
・

法

子
ム

火

律

を
ー

曜

食
ビ

第

べ
ー

日

な

）

い

号

で

）

！

第

－

条

ラ
後
不

行
月

倫

ビ

と

行

リ
さ
ン
ん
と

し
日

ス

ら

て

張
れ

指

た

の

定

バ
女

す

ブイ

る。

中夢に形

題

例条成育護保 和昭 北年

名

！

海

よ

に

号

位

の

の

札

路

入

道

る

る

係

告

…

定

…

指

…

の

告

置

公
道

…

…
警

…
支

…
察

…
庁

る
業
限
知

定
よ
よ
事
権
通

係
代

…
道
道
変
に
に

…
る

…
換
換
計
る
え

…
営
営
更

処
の
安
公

…
地
地
画
保
る

…
画
分
決
林
示

…
計

目

…
…
指
…

…
の
…
定
の
…

施
…

…
定
…
…
定
…

…
決
…
…
…
…

告

…
…
…
…
業
…

発日曜金 行

の

新

２

日

第

本

１

映

項の よに定規 り

害
ら

を
め

、

北

す
れ

てっ

秩

日
東

作

ー

制
配
オ
新
新 、

映
映

会
社

ー
本
宝

会

ピ
給

画

又

映

は
社
画

北
指
範

全

海
の
囲

部

定
道知

指

性
義

事

著
的
心

第例条道 項１第条４第）号

し
感
を

高
定

…

の

本

…
告

…
部

…

…
告

…
示

…
示

…

…

…

…

…

…

…

…

…

示

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

件
…

…
…
…
…
要
…

…

…

…
…
…
…
の
…

…
…
…
…

示

…
…
更
…

…
…
…
…
変
…

…
…
…
…
の
…

…
…

次

…
…
定
…

…
…
…
…
予
…

…
…
…
…
…

…
… …

…

…
…

生
…
…
…
…
…

活 化

地
…
…

文
…
…
土
…
…

・
農
農
改
…
…

る
る

父

お
た

別

そ
め

町

れ

海

が

中

あ

央

る

地

と

区

認

道

ア

公

変
成育な全健の年少青 安

立

町

保

粗
を
つ

く
情
傷

橋

刺
け

を
し
も

性
激
る

の
は
理

助
、
の

る

長
又
等

み
由

、
道
あ

し
は
で

た

１

成

指
の

林
和

平

農
昭
。

次、りよに定規 告道海北

水

定
所

産
年

示

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
地
東
社

次
そ

区

名

の
の
平

名
岡
淵

地
関
成

青
地
地
良

区
係

整
導
山
山

少
調
調
指
治
治

）
）

室
課
課
課
課
課

年
整
）
）
）
）

北

の

海

北

土
換

道

海

地
平

道

地

告

処
成

告

改

ジーペ

示

分

示

良

印

発

電

行

話

刷 富

北
総

士

内

務
－

－

部
海

線

プ

法

リ

制

－
ン

道

－
文

ト

書課

）

）

成

地
の
供
平

換
そ
に

の

覧

計
関
す

森

後
木
主
主
村

更

画
係
る

の
の

に
と
林

伐
伐

報

計

定

る
て
備

伐
指

係
し
整

を
で

の
施

採
採
画

採
伐
伐

、
る
め

要
方
は
す
定

業

種

と林

め
と
標

件
法
定
こ
る 準

的目たれさ定指てし

な
が

業
場

大
法

年

施
在

臣
律

件

か
第

月

要
所

ら

日

変

よ

定

第
の

予

）
次

更

号
、

保

に
安
３
保

林

の
に

安

条
う

第 号

お
林

る

に
書
年

事
農
中

つ
類

免
山
農
間

い
は
月

道
地

て
、

整
域

、
平
日

備
総

道
成

合

営

業

整

土
年

備

地改
月

ほ

良

場

事
日

整

業
か

備

第

を
年

第

法
した
月

昭
号

号

和
。
日

第律法年 第）号

を
書
。
年

定
類
め
は

月

た
、 に庁支知空道海
。
北

日

以
る
齢

。
き
期

い
で
伐

備

と
当
の
、
も

は
の
木
上

立 の
。

木
る

立
す
該

第

在

備防の害風

所

定

郡

て
指

里
）

い
の

斜
。

る
要

水

す
業

清

用
施

小

準 法
を
同
件

町

更

有
北

第
変

国
海

予

次
知

の
る

。
道

条
す

林

の
ら

事

規

の

、

土

暗

地
日

き

改
間

ょ

良
、

、

事
一

客

業
般

土

変
の

種

、

更
縦

農

計
覧

北

用

画
に

海

地

を
供

道

良改

定
す

知

保

め
る

事

定

北

規の項９第２の条

い置え

事

り

知

よ

道

に

海

成平、て

北

年

道

月

海

す

か

事

日

知

る 町市 村

号

る係に 市

よ
あ

に
高

に
で

図

定
定

の

知
、

部

通
旨

す
橋

る
る

示 限
み

あ
林

に
る

が
森

分
は

法
っ

類

全

た
。

）

。

高
縦
北
同

橋
覧
道海

は

網

る
場
走

み
所
庁支

北

は

布比

橋

町布

高

比、 区

み

地

る

高

ら の

み

般

る

一

は

、間

橋

日 縦



イ

伐
森
伐
の

主
村
間
木

町

立

４

イ

ア
更

立

定
所
安

立

指
の
保
変

場
と

伐

後
木

木

施
在
林

主

の

業

ア

村
間

更

所
安

立

町

の
保
変

３
在
林

主
主

と

伐
伐
森
伐

後
木

施定指

ア

イ

業
場

主
主
村
間

立

町

立

２

後

伐
伐
森
伐

木

木

更変

指
の
保

イ

平

立

定
所
安

成

間
木

施
在
林

伐
の

業
場
と

年

る
の

し
整
係
採

と
林
に
伐

採
画
林
度

伐
計
森
限

て
備

次
に

す
定
、
び

を
で
は
並

と
標
と
栽

こ
る
の
植

る
め

と
法

で
伐
り
方

が
準
お
の

係
の

伐

要
所
し
の

に
き
期

定

の

変

指

る
伐
指

採

件

て

度

予

さ
施

採
採

限

更

定

伐

び

保

た

は

業

並

定

れ

種
の

的
件
法
定

に

安

目

、

要
方

。
干

い

の

る

な

栽

め

植

林

と
林
に

別

法

）
害

。

方

紋

て

係
し
整
係

の

所
し
の

に

計
森

定
指

る
て
備
る

伐
指

さ
施

採
採
画
林

採

定

伐
伐 す

定
、

業
れ

種
を
で
は

の

の

目

、
る
め
次

要
方

た

は め
と
標
と

的
件
法
定
こ
る

風

い
で
伐
り

る

な
が
準
お

林安保定予更変件要
。

林
に

呂
）
害

。
き
期
と

常

伐

伐

、
し
整
係

の

の

は
と

採

採

伐
伐
計
森

択
て
備
る

よ
を
で
は

の

の

に
採
画
林

。
る
め
次

方

限

る
す
定
、

準
お

と
標
と

法

こ
る
の
度

業施定指の

で
伐
り
次

が

伐

要
所
し

き
期
と
の

件要

に係
採

件

て

月

る
の

変

指

森
限

更

定

日

林
度

予

さ

は
並

定

れ

火

、
び

保

た

曜

次
に

安

目

日

の
植

林

的

）

り
方

網
。
水

お
の

る

と
栽

期

る
齢
す
・

走

と
法

）
源

は
の

及

木
上
。
間

立
以
る

す
該
と

種

当
の

樹

、
も

び

在

と

所

の

の
。

次

木
る

立

滝

期

防

郡

・

の

る

り

す

お

樹び

町

及

上

間

備

の

との

次

次

。林有

種

国

以
る

の

る
齢
す

に

り

図

お

、
も

は
の

備

木
上
。

防

立 の
。

木
る

立
す

該
と

当
の

町間呂佐郡

す在所

す
と

図

る

の次。林有国

木
上
。
り

立
以
る
お

る
齢

。

当
の

る

、
も

す

は
の

と

在所の
。

木
る

立
す

該
と

津

る
期

か

郡

す
・

の

るす

樹び

町

及

養

別

。
間

ん

の

との

次

次

。林有

種

国 図

お

北

に

。

村

る

町

す

市

と

に

り

イ

市る係

分

。

部

る

す

す

示

と

町

立

限に
ア

に村町市

所
安

立

の
保
変

７

市る係

指

ア

イ

限に分部す示に

係に村町市

立

町

立

定

変

６

市る

指
の
保

イ

る

す

す

示

と

町

立

定
所
安

部

海

限に分

。

道

５

ア

公

間
木

定
所
安

立

指
の
保
変

整
係
採

林
に
伐

森
伐
の

村

並

画
林
度

計
森
限

備
る
の

の
植

め
次
に

定
、
び

で
は

そ
主

更

準
お
の

標
と
栽

る

の
清
の
伐

後
木

在
林

次
小

の

所
し
の

森
水
他
と

場
と

・
森
て

伐
指
て

林
町
の
し 採

採

定

つ
斜
林
伐

定
指

に て
町
つ
を

の

さ
施

い
里
に

方

た

は

い
す

業
れ

主
上
は
こ

目

、
以
て
る

要

町
主
が

伐
２
、
と

的
件
法

業

木

木

主
主
村
間

施
町

は

の

は
と
林
に

要

伐
伐
森
伐 る

変

伐

伐

、
し
整
係

件

の 採

採

伐
伐
計
森

更

択
て
備 で

は

定

の

の

に
採
画
林

予 安

方

限

る
す
定
、

保

よ
を

法

こ
る
の
度

林

。
る
め
次

業施定指の後更

と
標
と

村
間

施
在
林

が
準
お

件要

に

要
所
し

森
伐

業
場
と

木
る

変

指

伐

整
係

件

て

の

林 画
林

予

さ

採

計
森

更

定

備

限

定
、

保

た

で
は

定

れ

の
と
る
の
度

林

的

め
次

安

目

すを採伐てしと伐主
標

林

主

更

が
準
お

の

とこる

の

は

業
場
と

伐

後
木

施
在

の

要
所
し

報

伐

定

変

指

択
伐
指

件

て

、

れ

よ
の

予

さ
施

に
採

更

定

安

目

。

要
方

保

た

る

業

定

と
法

伐
り
方

る
林

的
件
法

上
。
間

以
る
期

齢
す
・

期 るすと

種

の

樹

も

び

の

及

１
水

、
に
伐
で

との

。

次

伐
い
係
る

村
源

択
つ
に
き

伐
木

有
か

に
て
る
立

国
の

。
養

る
の
採
は

林
ん

よ
次

該

の

に
を
当

次

。
図
種
、

部
な
木

に

す
め
立

図

示
定

在

部

に
。
所

す

分
い
の

示

と
の

里

で
伐
り
次

斜
分

限

る
お

小

る
齢
す
と

郡

き
期 の

と

水

木
上
。
り

清

立
以

斜

当
の

る

・

、
も

す

町

は

・

木
る

町

立
す

里

該
と

。

次

網
図
公

在

走

所

網

の
。

示
の

期
と
の

走
に
衆

伐
り

以
る
お

美
す
保

齢
す
と

郡

の

と

町
分

上
。
り

幌
部
健

別
る

の

る

紋
限

も

す

・
に

。

上

る

滝
）

す

郡
。

と

。

該当、は木立るきで

町

）
衆

常
。
公

在所の木立

町間呂

健

佐

保

郡

の

呂 。林有国

第

次

る

に

る

す

。るすとりお

に

）

村

。

町

る

）

市

限

。

琴

市

藻

る

東

す

郡

市る係

に村

村

町 市

２

る

上

係

以

す

次。林有国町２上以

図の

市る係に村町市る

に示す

号

に分部 限



イ

平

指
の

成

立

定
所

村町
間
木

施
在

年

森
伐
の

業
場

ア

主

更

定
所
安

立

指
の
保
変

場
と

伐
伐

後
木

施
在
林

主

業

ア

イ

主
村
間

更
安

立

町

立

保
変

と

伐
伐
森
伐

後
木

木

林

主

９ 指
の

イ

主
主
村
間

施
在

町

立

定
所

８

伐
伐
森
伐

業
場

木

更

定
所
安

立

指
の
保
変

ア

業
場
と
後
木

施
在
林

に
伐

要
所

月

係
採

件

る
の

変

日

林
度

予

森
限

更

火

は
並

定

曜

、
び

保

日

次
に

安

）

斜
。

お
の

る

と
栽

の
植

林

め定で画計備整林
り
方

と
期

里

と
法

）

伐準標る

件

て

係
し

の

要
所
し
の

に

定

伐
伐

定

変

指

る
て

伐
指

種
を

の

予

さ
施

採
採

採

更

る

要
方

保

た

は
す

業

定

れ

と

林

的
件
法
定
こ

安

目

、
き

斜
。
水

い
で

る

な
が

め

し
の

に
と
林
に

里
）
源

。

伐

伐

指
て

係
し
整
係

の

の

伐
伐
計
森

定
指

る
て
備
る

の

さ
施

採
採
画
林

採

採

定

す
定
、

業
れ

種
を
で
は

の

目

、
る
め
次

要
方

限

た

は

標
と

的
件
法
定
こ
る
の
度

で
伐
り
次

な
が
準
お

め
と

要
所

砂

。
き
期
と
の

土

い

、
し
整
係

件

の

は
と
林
に

伐
計
森

更

択
て
備
る

変

伐
は

定

の

に
採
画
林

予

採

伐

安

限

る
す
定
、

保

よ
を
で

と

こ
る
の
度

林

。
る
め
次 り

次

斜
。

が
準
お

る

と
標

し
の

里

き
期
と
の

）

で
伐

定

変

指

伐
指

件

て

の

要
所

業

定

れ

の

予

さ
施
採

更

定

林

的
件
法

安

目
要
方

保

た

郡

す
・

里
）
衆

斜
。
公

る

樹び

町

及

里

。
間

斜

る
期

の

との

次

次

。林有

種

国 図

お

北

。るすとのもの上以齢

ん

木

斜

か

立

郡

の

る

に

り

当、

町

養

は

里 次

所の

。

木

林

立

有

該

国

る
齢
す
と

に

る

図

す

の

在

木
上
。
り

流

立
以
る
お

の

る

防

、
も

す

の

は
の

と

出

木
る

立
す

該
と

。

備

当
の

る
齢
す
と

るす在所の
。

木
上
。
り

斜

立
以
る
お

郡

の

る

、
も

す

町

は
の

と

里

当 木
る

林

立
す

有

該
と

。

国

る

図

す

の

在所

次

の
。

。

町里

健

清

保

郡

の

に

示

と

に図の次。林有国

部

る

す

す

海

限に分

。

道

イ

公

指
の

部

村

す

町

示

市
町

立

定
所

限

市る

に

係

分

に

ア

町市

定
所
安

立

指
の
保
変

ア

イ

市る係に村

に

部

村

す

町

示

市

立

町

立

市

限

る

に

係

分

指
の
保
変

イ

に分部す示

町

立

定
所
安

限

ア

業
場

木
間

施
在

安

立

保
変

の
に

要
所

伐

報

林

予

採
森

更

る

変

伐
係

件

度

林

次

安

限
、

保

は

定

の

で画計備整林森村
との

主
主

更

準
お

国

標るめ定

業
場
と

伐
伐

後
木

施
在
林 て

、
し

の

要
所
し
の

は
と

伐
伐

定

変

指

択
て

伐
指

件

を

の

予

さ
施

に
採

採

更

定
要
方

保

た

る
す

業

定

れ

よ
と

林

的
件
法

こ

安

目

。
る

木
次
北
そ
主
村
間
木

る

が

林
に
伐

の
見
の
伐
森
伐
の

の
し
整
係
採

の
森
市
他
と

林

森
限

に
次
森
て
備
る
の

伐

採
画
林
度

採
つ
の
林
伐
計

に
つ
を
で
は
並

の
い
図
に

に

方
は
示
い
す
定
、
び

て

こ
る
の
植

、
す
て
る
め
次

分
、
と
標
と
栽

法
主
部
は

林
更

は
に
主
が
準
お
の

伐

伐

業
場
と
後

木

村
間

施
在

件

て

の

林
に

要
所
し
の

森

定
定

備
る

変

指

伐

指

整
係

の

画
林

予

さ
施

採

計
森

更

限

定
、

保

た
業

で
は

定

れ

の
度

林

的
件

め
次

安

目
要

林

主
主

更

準
お

村

標
と
る

の

し
の

は
と

と

伐
伐

後
木

伐

定
指

択
て

伐
指
て

、
し

よ
を

の

さ
施

に
採

採

定

伐

目

。
る

要
方

た

る
す

業
れ

り
次

紋
有

がと

的
件
法

こ

湧
次

す
と

郡
。

と
の

別
林 に

と

町
図

。
り

別
の

る
お

郡
部

。

呂
す

る

常
示

す

・ 呂
に

佐
分

第

のもの上以齢期伐

間
限
町
る

。るすと

の

る

走
）
衆

き

網
。
公

で 、

町

は

別

健

木

津

保

立

郡

当

次

所の

。

木

林

立

有

該

国

法

、
限
伐
で
伐
り
方

の

在

る
齢
す
・

択
る
に
き
期
と

に
）
る
立
以
る
期

伐
。
係 採

は
の

及

よ

伐
木
上
。
間

を
当
の

樹

。

種
、
も

び

る

な
木
る

め
立
す

定
該
と

種

公

在

と

。
所

の

い
の
。

次

と
の

見
有
衆

伐
り
次

北
国

・
。
保

齢
す
と

市
林
の

期

の

上
。
り

紋
次
健

以
る
お る

丸
に

も

す

郡
図

の

と

別 町
部

す

布
す

と

。

瀬
示

の

公

で

滝
限

白
に

。

・
分

る
、は

健

木

保

立

の

る

衆

き

・
。

在所の木立該当

常
）
町呂

号

３上以 町

部

村

す

町

示

市

に

る

図

す

り

す

お

限

市る

に

係

分

に

係に

。

村

る

町

す

市

と

る

。
村
る

市る

るす

１町１市１上以
）

市る係に村町市



の
伐
森
伐

そ
主
村
間

町

ア

滝

更

定
所
安

立

指
の
保
変

場
と

の
上

後
木

施
在
林

次

ア

イ

業

次
滝
そ
主
村
間
木

立

町

立

の
上
の
伐
森
伐
の

木
更変 後

指
の
保

イ
間
木

施
在
林

町

立

定
所
安

村
伐
森
伐
の

業
場
と

主

ア

保
変

平

安

立

成

林

次
湧
そ

更
と

の
別
の

後
木

年

備
る

の
し
整
係

他
と
林
に

に
採
画
林

林
伐
計
森

森
て

め
次

い
す
定
、

つ
を
で
は

、
と
標
と

は
こ
る
の

て
る

期
と

伐
で
伐
り

主
が
準
お

林
の

要
所
し
の

森
町

に
き

指

件

て

更

定

つ
の

定

変

指

に
次

伐

れ

て
に

の

予

さ
施

い
図

採
、
す

要
方

保

た

は
示

業

定

伐
分

林

的
件
法
主
部

安

目

択
る

紋
。
土

、
限

る

は
に

森
町
他
と
林
に
伐

別
）
砂

林

の
し
整
係
採

の

森
限

に
次
森
て
備
る
の

伐

採
画
林
度

採
つ
の
林
伐
計

に
つ
を
で
は
並

の
い
図
に

に

方
は
示
い
す
定
、
び

て

こ
る
の
植

、
す
て
る
め
次

分
、
と
標
と
栽

法
主
部
は

り
方

は
に
主
が
準
お
の

伐

業施定指の

、
限
伐
で
伐

し

択
る
に
き
期
と
法

件要

整
係
採

件

て

林
に
伐

要
所

計
森
限

更

定

備
る
の

変

指

で
は
並

定

れ

画
林
度

予

さ

め
次
に

安

目

定
、
び

保

た

の

る

標
と
栽

る
の
植

林

的

しと
伐
り
方

紋
。
水

準
お

でがとこるすを採伐て

森
町
他

き

別

期
と
法

）
源

し
の
の

て

林
・
の

月

指

に
佐
森

伐
指
定

つ
呂
林

定

日

さ
施

い
間
に

採

れ

て
町
つ

の

火

た

は
・
い

業

曜

目

、
常
て

要
方

日

的
件
法
主
呂
は

）

は

主

伐
町
、

齢
す

つ

択
上
に

魚

、
以
伐

伐
木
上
。

る
立
以
る

係
る

と

を
当
の

種
、
も

採
は
の

の
。

な
木
る

め
立
す

定
該

郡

の

伐
。

るす在
。
所

い

町

の

る

上

出

よ

滝

流

に
）

備防

。

す
・

に図の次。林有国

る
立
以
る
期

伐
。
係
る
齢 の

及

よ

伐
木
上
。
間

に
）

の

樹

。

種
、
も

び

る

採
は

る

め
立
す

定
該
と

種

を
当

と

。
所

の

い
の
。

次

な
木

郡

齢
す
・

の

る

り

す

お

在

上

上
。
間

ん

滝

以
る
期

か

の

樹

も

び

町

の

及

養

。

次

。

る

林

す

有

と

種

国

は木立る

図

お

の

との

次

り

す在所の木立該当、
伐

に
町
る

き

伐
３
係

る

に

て
を

。
い
種

る
つ
採

よ
に 示

。
に
い

図
な

の
め

次
定

部す

北

の

供

市る係に村町市

分

関
。

築
置
の
る

建
位
そ
す

に分部す示

準
指
係

基
を

限

海北

所
樺

道

平

在
戸

日

成

が
郡

高

不
新

る係に

。

村

る

町

す

市

と

の
の
る

市
北

森

掲
。

海

示
者

部

道

の
林

治

場

告

所
法

山

に

示

。

部

る

す

す

示

と

在

次
課

イ

限に分 町

立

ア市る係に村町市

る限に

立

海

）。

道

イ

公

定
図

立

定
所
安

指
の
保
変

し
面

法

日

和
。
、

昭
た
は 済

第

経

律

庁

法

支

年

高 部

第

設

）

建

号
支

年

分
十

庁

明
津

告

月

な
川

示

者
町

第

日

字

４

学

号

園

支

在所１の

庁

の

掲

第

示
が
昭

の
並

不
和

図
び

す

」
に

分

号

な
法

び
見

。
明
年

及
北

る
の
律

市

そ

の
所

要
で
第

次
役

の
、

と
及

旨

り
関

、

）
法

お
び

は

号
同

」
係

平

第
第

は
町

成

伐
木

次
滝
そ
主
村
間

条
条

町
他
と
林
に

の
上
の
伐
森

林

の
し
整
係
の

森

伐
計
森

に
次
森
て
備
る
伐

い
図
に
採
画
林
採

つ
の
林

す
定
、

て
に
つ
を
で
は
の

、
す
て
る
め
次
限

は
示
い

と
標
と

主
部
は
こ
る
の
度

法方の採伐の木
伐
分
、

施
在
林
更

は
に
主
が
準
お

の

要
所
し
の

業
場
と
後

木

報

採

更

定
定

変

指

伐

指

件

て

限

保

た
業

定

れ

の

予

さ
施

指

る

度

林

的
件

安

目
要

導 河

第

浦

項

び

１

及

第

課

条

備

定

に

規

場

の

役

号

町

５

つに林森

置

よ

え

に

告

北

権有所てい

示

事

る

知

す

道

有

海

を

、
村

規
３

省
役

年
の
第

略
場
、
備

２
に
の

し
に

月
定
項

の
置

農
り
定

そ
え

日
よ
規

面
て

水
そ
よ

図
い

林
、
に

び
覧

省
通
保

及
縦

産
の
る

係
供

示
の
林

関
に

告
知
安

伐
で
伐
り
次

書
す

第
内
の

と

択
る
に
き
期
と
の

、
限

立
以
る
お

伐
。
係
る
齢
す

と

よ

伐
木
上
。
り

に
）
る

る

。

種
、
も

す

る

採
は
の

め
立
す

定
該
と

。

を
当
の

干

在
。
所

い
の
。

な
木
る

郡

と

の

別

の

）
害

次

紋
。

るす

町

と

上

り

備

滝

お

防

次。林有

。

国

第

の

般

と

一

の

、

次

て

、

い

り

野上

路

に覧

道

縦

り

の

お

容
指

みるは橋

治健

高

類
る

を
定

を
。

津

海

の
十
通

北
）

号
新
の

り

係
町

水

お

に
川

道

と

知

す

務

次
場
あ

林

で

る
役

産

図

市る係に村町市る

に示 部す

号

に分 限



３
こ
条

平

道
当
と
件
こ

成

の

が
該
。
付

有を格資

入

行
調

一

年

２

す

札

う
達

般

に
い
成

契

納
札
の
平

入
次

参
ず

を達調

協

１

す

加
れ
年

約

入

調
パ

の
お
の
平

入

次
な
定

達
ー

札

と
、
適
成

お
こ
用

す
ナ

付

り
の
を
年

を
ソ

に

一
入
受

北

４
５
６

道海

道
道
申

警

請

察

路
路
者

本

の

部

成平

指
指
道

１
２
３

住

定
路

年

定

は

指
物

競

月

、

名
品

争
地

競
に

入

日

自

入
し

参
方

争
関

札

火

治

札
、

加

曜

法

に
要

資

日

施

関
求

格

）

書

査
令

る
様

審
行

す
仕

の

指

和

を
記

。とこる

昭

名
に

該
道

期

場
る
も
海

す
に
北 第

間

所
必
す
示

に
当
告

者 要
る

平
得

な
こ
格
。
又

平
成
る
契
資
と
号

。
約

成
年

担

は

物る
３
月

者

成

年
２

当

平

札入等様仕の等品

等

月
説

物
コ

す

般
札
け
月

る
ル

る

競
に
る

る

等
ピ

事

争
係
。
日

品
ン

達

名
ー

札
調

項
の
ュ

入

び
賃

下
、

及
の

以
は

称
タ

数
貸

入

の

と
月

一

」
４

札
年

量
借

の

告

所

示

幅
延
及

第

び氏

員
長
名

号

警

浦
奥
河
田

察

郡
管
河
株

浦
理

本

年
の

町
式

番

月

河

日
平
浦

号
日
置

日

月
位 郡

建
成
指

河

第
年
浦
月
町

停
載 を

令

れ
件

政

さ
要

年

止
の

い
満

第

て
い

第

こ
て

）

い
し

号

な
た

と。
る と

の

こ

条

北

日
を

指

北

１
日

が

年

を

５

る

告

ら
度

す

道

か
限

定

海

に 契

５

ま
該

所

第

日
当

場

示

だ
間

規

た
期

に

。
約

号

で
よに書明

、
延

す

し
を

定

式

予
長

る

。る

いう
日

を
ケ

北

当

）
ラ

月

。
マ

１

警

の

施
ュ

道

り

実
シ

海

た

。
成

本

価

る
作

察

単

す
で たれ

長

さ

部

）

通
社

大
会

政

部

目
表

丁
代

２

告

取
地
役

番
締

示

西
日
町

号
８
堺

夫宗田奥

海

目

北

丁１

道 高

－

日

た

の

し

２

示

の

脇長庁支

海

る

よ

あ

に

で

定

者

規

道

。

ア

る

公

札
落
額
て

成平

入

る
捨

賃

範
こ

の

の
る

品

算
す

物

り

の

で
有

借

内
が

貸

囲
と

価
札

８

９

、
落
落
北
格

そ

海

交
札
札

有

交

勝

達調

刈

府

道

者
者

１
効

６

７

るす

治

関に

説

入
開
開

成
札

入
平
入

４

５ 執

約
審

幌
札
入

ウ

契
札
入

る
い
ア
イ

行宏田

申

査

市

を
た

件
こ

申
申

条
と
。

る

定
等

算
額

決
額

加
金

札
金

報

金
も

当
係

た
を

に
に

し
）

て
費

て

っ
消

額
っ

た
る

金
価

、
及

該
札

は
税

当
落

札
地

額
格
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